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◎ユニバーサルサービスをどのような範囲でどこまで義務付けるか

－1 －

基本 方針
考 え方

有識者 の意 見
A 案 B 案

（2 ）郵便 事業会社

（イ ）サ ー ビスの提供範 囲

（義務付 け範囲）

○ 民営化 後 も郵便サ ー ビス ○　 民 間宅配便 が 全 国でサ

・引 き続 き郵便 の ユニバ ー を低 下 させな いため に、郵 － ビス を提供 して い る現

サル サ ー ビスの提供 義務 便事 業会 社 に提供義 務 を課 状 にかんがみ、郵便事業会

を課 す。 す範囲 は、現在 と同様 、通 社 に提 供義務 を課 す範 囲

・ユ ニバ ーサ ル サー ビスの 常郵便物 、小包 郵便物及 び ． か ら国 内小包郵 便 物 を外

維持 のた め に必 要な場 合

には、．優 遇措置 を設 ける。

・信書 事 業へ の参 入規制 に

つ いて は、 当面 は現行水

準 を維持 し、そ の料金決

定 に は公的な 関 与を続 け

る。

国際郵便 としてIまど うか。 す ことと してはど うか。

○ その場合、郵便のユニバ

－サ ル サ ー ビス の提 供義
務 につ いて 規定 して いる

万 国郵便 条約 との 関係 を

どのよ うに整理す るか。



】万国郵便条約

・ すべての利用者が、加盟国領域のすべての地点で、合

理的な価格下で普遍的な郵便業務の提供を受ける権

利を享受する（第 1条）。

・ 郵政庁は、通常郵便物（2kg 以下）及び小包郵便物（20kg

以下）の引受け、取扱い、運送及び配達を確保する（第

1 0 条）。

【 参考 2 】 諸外国におけるユニバーサルサービス義務

の範囲

アメ リカ…書状、小包（※）

※U S PSが現在提供しているサービスがユニバーサル

サービス義務の範囲。（書状、小包とも約 31．75kg以下）

・ イギリス…書状（重量制限なし）、‾20kg 以下の小包

・ フランス…2kg 以下の書状、20kg 以下の小包

・ ドイツ ■・・・2kg 以下の書状、20kg 以下の小包

・ オランダ…2kg 以下の書状、10kg 以下（国際は 20kg

以下）の小包
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（ 優遇措置）

○その場合、優遇措置として、信書便事業への参入規制に

ついては、当面、現行水準を維持する。

【 参考 1 】 日本における信書便事業の参入規制

・ 一般信書便（長さ 40 cm・ 幅 30 cm・厚さ 3 cm以下かつ

2 50g 以下で 3 日以内の送達）

・ 特定信書便（「3 時間以内の送達」「1，000 円超」「長さ ・

幅・厚さの合計 90 cm超、又は 4kg 超」のいずれかの

信書便）

※一般信書便は、クリームスキミング防止（全国均一料

金、全国毎日 1通からの引受・配達、簡易かつ秘密保

護が確実な考出方法の確保）を規律

【 参考 2 】 諸外国における独占分野の例

・ アメリカ…極めて緊急性の高い書状（速度基準又は金

額基準若 しくはファース トクラスメール料

金の 2 倍相当額のいずれか高い方の額以上）

以外は独占

・ E U 指令…基本書状料金の 3 倍未満かつ重量 10晦 未

満の書状は独占

・ ドイツ …基本書状料金の 3 倍未満かつ重量 10紬 未

満の書状は独占

・ フランス…基本書状料金の 3 倍未満かつ重量 100g 未

満の書状は独占
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（ 義務付ける‘範囲について、

上記A 案を採用する場合）

○提供義務を課すな らば、

通常郵 便物 の料金は認可

制、小包郵便物の料金は事

前届 出制 という現在の料

金規制を維持 して はど う

か。

○提供義務を課 す として

も、経営の自由度を拡大す

るため、適正な料金設定を

確保する措置を維持 しつ

つ、例えば、以下のような

料金 規制 の緩和 を行 って

はどうか。

［料金規制の緩和案】

・ 通常郵便物の料金

（ 現在） （民営化後）

認可 ＝〉 上限認可

・ 小包郵便物の料金

（ 現在） （民営化後）

事前届出 ⇒ 事後報告

※変更命令については維持。

（ 義務付ける範囲について、上記 B 案を採用する場合）

※小包郵便物の提供義瘍を課さない場合には、郵便として

の料金規制を外れることとなり、民間宅配便と同様の料金

規制となる。

【 参考】 貨物自動車運送事業（宅配便）の料金規制

・ 報告義務 （事後報告）

・ 変更命令
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○さらなる優遇措置については、民間企業と同様の義務を

負うことを基本としつつ、激変緩和の観点や他の公益事業

との比較を考慮 し、必要なものに限って講 じることを検討

して はどうか。

ー5 －



郵便 物 の 種 類
※網掛けは法律事項

定形郵便物

定形外郵便物

月3回以上発行の新聞紙

心身障害者国体発行の刊行物

月3回以上発行の新聞紙

その他の定期刊行物

その他の定期刊行物

－6 －

一般小包郵便物

ゴルフ小包郵便物

冊子小包郵便物

回［垂垂二］
「 ‾盲壷芯表蔽 蒜扁T「 ′

聴覚障害者用小包郵便物

点字小包郵便物

心身障一書着用冊子小包郵便物



郵便物数等の動向

○総引受物数等の推移
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郵便 事 業 損 益 の・・推 移

（ 単位：億円．％）

－8 一

税は含まない。

区　　 別 5 年 度

＼

6 年 度 7 年 度 8 年 度 9 年 度 10 年 度 1 1年 度 1 2 年 度 1 3 年 度 14 年 度 †5 年 度 16 年 度

（見込）

17 年 度

（見込）

18 年 度

（見込）

収　　　　　 益

（3 ．5 ） （14 ．0 ） （2 ．云） （2．2 ） （▲ 1 ．0 ） （▲ 3 ．3 ） （0 ．3 ） （▲ 0 ．1） く▲ 1．6 ） （▲ 1 ．8） （－） （▲ 2 ．0 ） （4 ．5 ） （▲ 0 ．3 ）

19 ．6 1 1 2 2 ．3 4 8 2 2 ．8 6 5 2 3 ．3 62 2 3 ，13 8 2 2．3 65 2 2 ．4 3 8 2 2 ，4 2 4 22 ，0 7 5 2 1 ．6 7 3 19 ．7 6 6 19 ，3 6 2 2 0 ，2 3 8 2 0 ，柑 5

’郵 便 業 務 収 入

（3．3） （14 ．3） （2 ．0 ） （2．4） （▲ 0 ．7） （▲ 3．8） （0．1） （▲ 0 ．3 ） （▲ 1．7） （▲ 3．1） （－） （－） （－） （▲ 0 ．3）

1 8，07 4 ・ 20 ．66 0 2 1，0 6 3 2 1．5 5g 2 1，4 0 3 2 0．59 1 ‘ 2 0，6 05 20 ，5 52 2 0，20 7 19，5 82 18 ．7 80 18 ．7 30

費　 用

利 益 又 は ▲ 欠 損

単 年 度

（4 ．1） （3 ．7 ） （2 ．1 ） （3 ．6） （2 ．3 ） （0．2 ） （0 ．D） （▲ 2 ．0 ） （▲ 2．3 ） （▲ 0 ．4 ） （－） （▲ 1．3 ） （4 ．1 ） （▲ 0 ．3 ）

20 ，4 4 3

▲ 8 32

2 1，20 1

1．14 7

2 1，6 4 7

1，2 18

2 2 ，4 1 9

9 4 写

2 2 ，9 4 0

19 8

2 2，9 90

▲ 6 25

2 2 ，9 9 1

▲ 5 5 3

2 2 ，5 2 4

▲ 10 0

2 1，99 5

80

2 1 ．8 9 8

▲ 2 2 5

1 9，50 3

2 63

19 ，2 4 4

1 18

2 0 ，0 3 0

2 0 8

19 ，9 6 1

2 2 4

累　　　 計 ▲ 1，0 0 2 14 5 1，3 6 3 2 ，3 0 6 2 ，50 4 1 ，8 7 9 1，3 2 6 1，22 6 1 ，3 0 6 1，0 8 1 2 6 3 3 8 1 5 8 9 8 13

（注 ） 平 成 1 4 年度 までは 、官 庁会 計 による郵 便事 業 の損 益 計算 であ り、消 費税 を含 んで いる。平 成 1 5 － 1 8 年度 は 、企業 会計 原則 に基 づく公社 会計 による郵 便 業務 の 損益 決 算 額及 び見 込 であ り、消 費



郵便の種類別収支（平成15 年度）

（ 単位 ：億円）

（ 注1） 四捨五入のため、計算上、合計は一致しない。
（ 注2 ） 営業費用は、営業原価と、販売費及び一般管理費の合計。

（ 注3） 郵便の種類別収支においては、郵便法第7 5 条の2第4項の規定に基づき、郵便法の規定による郵便の業務を対象としており、
郵便業務の区分に係る損益計算書の計とは一致しない。

－9 －

種 類 別 営 業 収 益 営 業 車 用 営 業 利 益

通　 常　 郵　 便　 物 1 6，29 4 15，7 15 5 7 9

第 一 種 （封　 書　 ） 9，0 9 4 8，3 3 4 7 6 1

第 二 種 （は が き　 ） 4，7 2 7 4 ，5 72 15 6

第 三 種 （新 聞 、雑 誌 ） 4 4 3 6 5 9 ▲　 2 16

第 四 種 （通 信 教 育 等 ） 1 6 ． 4 5 ▲　 3 0

特 殊 取 扱 （書 留 、速 達 等 ） 2，0 13 2，10 6 ▲　 92

小　 包　 郵　 便　 物 1■，6 8 6 1，67 6 10

国　 際　 郵　 便 83 3 7 9 8 ■　 3 6

計 1 8，8 14 18，18 9 6 2 4



万国郵便条約によるユニバーサルサービス義務

○万国郵便条約（平成 1 2 年条約第 9 号）

一川 －

琵藤至】；鮨 批 よ‾一重Y‾岩石・・、一覧’‾妄琵′　　　　　　　　　　 ’‾んq‘‾γ、‾；染丁　 弼 ■′‾；∫ヱ汀一▼‾‾　　　　　　　　　　　　　 ■’‾‾‾肥m ■窮‾一議姦策禿山ゾ￥独 酸漂莞挙汝を
讃滞 群 黙 メ。一　　　　　　　　　　　　 規 胡蔓l頸済　　　　　　　 ・〟鞘・一　 聯 巳封 啓一箪鮮 携 菜

第一 条 （普遍 的な郵便業務 ）

1 加 盟国 は、連合 の単一 の郵便境域 という概念 を強固 にするため、すべての利用者が、その質を重視 した郵便 の役務 を、

加盟 国の領域 のすべて の地点 にお いて、恒久的 に、かつ 、合理 的な価格 の下で受 けることがで きるよ うな普 遍的な郵便

業務の提供 を受ける権 利を享有す ることを確保 する。

2　 1 に定 める 目的のため、加盟国は、自J国の郵便 に関する法令の範囲 内で又 は他 の通常の手段 によ り、 自国民 のニーズ

及 び国 内事情を考慮 して、関係 する郵便業務の範 囲を定め るとともに、そ の質を重視 し及び合理 的な価格 を設 定す るこ

とにつ いての条件を定める。

3　 加盟 国は、普遍 的な郵便業務の提供 を任務 とする者が 、このよ うな郵便業務 の提供 を可能 とし及 び質 に係 る基準 を尊

重す ることを確保す る。 ．

第十条 （基礎業務 ）

1　 郵政庁 は、通 常郵便物の引受 け、取扱 い、運 送及 び配達を確保 する。郵政庁 は、また、 この条約の定 めると ころ によ

り、又 は 自己が差 し立七る小包の場合 においては二国間の取決めを行 った後 に利用者 に一層有利な他の方法 によ り、小

包郵便物 につ いて 当該 通常郵便物 と同様の業務 を提供す る。

2 ～ 8　 略



諸外国における郵便のユニバーサルサービス

（ 郵政民営化に関する有識者会議（第 9 回）提出資料より）

【 出典 ：在外公館を通 じた調査結果 （H16．5】等】

※万国郵便条約第 1 条では「すべての利用者が、加盟国領域のすべての地点で、合理的な価格下で普遍的な郵便業務の提供を受ける権利を享有する。」と規定されている。

（ 具休的には、加盟国の郵政庁は、通常郵便物及び 20kg 以下の小包郵便物の引受け、取扱い、運送及び配達を確保することとされている。（万国郵便条約買10条））

－1 1 －

ユニ ′ト 音ルサーピまの対義 僻 l ユニバ ⊥サルサナ ビス確保めための措置 L・ヰ 段 二

独占範囲 ′財政支援等 ．‾－

米 ・書状、小包 ○

・全国均一料金で週3 日又は6 日配達 （極めて緊急性の高い以下の書状以外は独占
速度基準又は金額基準若しくはファーストクラスメー
ル料金の2倍相当抜のいずれか高い方の額以上）

英 ・書状 （重量制限なし）、20kg 以下の小包 ○ 財務上の支援 措置

・全国均一料金で週6 日配達 （2003 年から3 段階に分けた自由化を実行中
2007年 4 月から完全自由化予定）

（2003 年度からの3 年間で 4 億 5 千万ボンド （約 900億円））

独 ・2kg 以下の書状、20kg 以下の小包 ○ ユニバ ーサルサー ビス基金 （民間事業者拠出）の創設

・全国均一料金で週6 日配達 （基本書状料金の3倍未満かつ重量100g未満の書月カ （2008 年の独占撤廃後国が必要性が認めた場合に創設）

仏 ・2kg 以下の書状、20kg 以下の小包 ○ ユ ニバ ーサルサー ビス基金の創設 （検討 中）

・全国均一料金で週6 日配達 （基本書状料金の3倍未満かつ重量100g未満の書状）

オランダ ・2kg 以下の書状、10kg以下（国際は 20kg ○

以下）の小包 （基本書状料金の3倍未満かつ重量100 g未満の書状）

イタリア ・■2kg 以下の書状、20kg 以下の小包 ○ 財政支援 （ユニバーサルサー ビス費用の半分を国庫負担）

・全国均一料金で週6 ～7 日配達 （基本書状料金の3倍未満かつ重量100g未満の書状） （2002年：4．3 億ユーロ（約560億円）、2000年：約1兆3500倍リラ（約909億円）

スウェー

デ ン

・2kg 以下の書状、

20kg 以下の小包

・週5 日配達

1EU指令に定めるユニ八・－サルサイ スの対象・水準　 ■▲・…・・…号な し　 ま【E U 指引こおける郵便分野の独占基準】

0 2kg以下の書状、10kg 以下の小包（加盟国が20kg
まで増加可）の収集、区分、輸送及び配達

○ 週5日を下回らないすべての労拗日に最l邸艮1回の収集

豪州 ・500 g 以下の書状、20kg 以下の小包 ー■■■■■6

・全国均一料金で週1～6 日配達 （定型普通書状料金の4倍未満かつ250g以下の書状）

N Z ・1kg 以下の書状、20kg 以下の小包

・全国均一料金で週1～6 日配達

な し



信書便事業の概要

1 信書便事業

中央省庁等改革基本法第 33条第 3 項の規定による検討の結果に基づき、ユニバーサルサー ビスを確保 しつつ、利用者利便の向上

などの競争の成果を期待 して、’郵便事業への民間参入を認めるもの

亘二重妻垂哀垂直］
（ 1）一般信書便事業（許可制）

一般信書使役務を全国提供する条件の下、すべての業務への参入が可能となる「全国全面参入聖」の事業

※一般債書使役務とは、国内において一般信書使物 （長さ、幅及び厚さがそれぞれ 40 cm、30 cm、3 cm以下かつ重量が 250g 以下）が差 し出された日か ら原則 3 日以内に

送達する信書便の役務

（ 2）特定信書便事業（許可制）

／次のいずれかに該当する信書便の役務（特定信書使役務）のみ提供する「特定サービス型」の事業

①3 時間以内に信書使物を送達するもの

（ 塾 1，000 円を超える信書使物を送達するもの

③長さ、幅、厚さの合計 90 cm超、又は重量4kg 超の信書使物を送達するもの

3 信書便事業の規律

一般信書便事業

◆ク リームスキミングの防止

①全国均一料金（25g 以下の軽量信書に料金上限（80 円）を設定）

②全国における原則毎日1 通からの引受・配達

③随時、簡易かつ秘密保護が確実な差出方法の確保（信書便差出箱）

ぐ二二〉

特定信書便事業

なし

◆秘密の保護等… 信書使物であることの表示、信書便管理規程の作成 等
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・ 現行郵便法における料金規制

通常郵便物等

（ 料金）

∴第 7・5 条の 2 公社は、郵便に関する料金のうち次に掲げるものを定め、総務大臣の認可を受けなければな らない。

これを変更 しようとするときも、同様 とする。

一通常郵便物の料金

二通常郵便物の特殊取扱（書留、速達、引受時刻証明、配達証明、内容証明、代金引換、特別送達及び年賀特別

郵便 に限る。）の料金

三国際郵便に関する料金（総務省令で定めるものに限る。次項第六号において同じ。）

2 総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をし

てはならない。

－．能率的な経営の下における適正な費用を償うものであること。

ニ通常郵便物の料金の額が配達地により異なる額が定められていないこと（－の郵便局 においてその引受け及び

配達を行う郵便物の料金を除く。）。

三第一桂郵便物（郵便書簡を除く。第五号において同じ。）のうち大きさ及び形状が総務省令で定める基準に適

合するものであつて、そゐ重量が二十五グラム以下のもの（次号において「定形郵便物」という。）の料金の額

が、軽量の信書の送達の役務が国民生活において果たしている役割の重要性、国民の負担能力、物価その他の事

情を勘案 して総務省令で定める額を超えないものであること。

四郵便書簡及び通常葉書の料金の額が定形郵便物の料金の額のうち最も低いものより低いものであること。

五第三種郵便物及び第四種郵便物の料金の額が同一重量の第一種郵便物の料金の額よ り低いものであること。

六国際郵便に関する料金の額が郵便に関する条約の規定に適合するものであること。

七定率又は定額をもつて明確に定められていること。

八特定の者に射 し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

小包郵便物等
3 公社は、郵便 に関する料金 （第一項各号に掲げるものを除く。）を定め、あらかじめ、総務大臣に届け出なけれ

ばならない。これを変更 しようとするときも、同様とする。
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○貨物自動車運送事業法

（ 運賃及び料金等の掲示）

第十一条 一般貨物 自動車運送事業者は、運賃及び料金（個人（事業として又は事業のために運送約款の当事者 となる場合 におけるものを

除く。‾）を対象 とするものに限る。）、運送約款その他国土交通省令で定める事項を主たる事務所その他の営業所において公衆 に見やすいよ

うに掲示 しなければな らない。

（ 事業改善の命令）

第二十六条 国土交通大臣は、一般貨物 自動車運送事業の適正かつ合理的な運営を確保するため必要があると認めるときは、一般貨物 自動

車運送事業者 に対 し、次に掲げる事項を命ずることができる。

－～四 （略）

五運賃又は料金が利用者の利便その他公共の利益を阻害 している事実があると認められる場合において、当該運賃又は料金を変更する

こと。

六（略）

（ 報告の徴収及び立入検査）・

第六十条 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、貨物自動幸運送事業者に対し、

その事業に閲 し、報告をさせることができる。

2 ～7 （由）

○貨物自動車運送事業報告規則（平成 2 年運輸省令第 33 号）

（ 運賃及び料金の届出）

第二条のニ ー般貨物自動幸運送事業者、特定貨物 自動車運送事業者及び貨物軽自動幸運送事業者は、運賃及び料金を定め又は変更したときは、運賃及び料

金の設定又は変更後三十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した運賃料金設定（変更）届出書を、一般貨物 自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事

業に係るものにあっては所轄地方運輸局長（特別横合せ貨物運送に係る運賃及び料金であって、届出に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に

設定され、かつ、その起点から終点までの距離の合計（運行系統が重複する部分に係る距離を除く。）が百キロメー トル以上である場合にあっては国土交通

大臣）に、貨物軽自動幸運送事業に係るものにあってはその主たる事務所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長に、それぞれ提出しなければな
らな い。

一～五 （略）
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公益事業等における料金規制

輝珊
郵便事業

（ 郵便法）

通常郵便物

小包郵便物

認可（§75 の 2 1）

事前届出（§75 の 2 11t）＋変更命令（§75 の 5）

能率的な経営の下における適正な費用を償い、その健全

な運営を図ることができるに足 りる収入を確保するも

の（§3）

信書便事業

（ 信書便法）

一般信書便事業

特定信書便事業

事前届出（§16）＋変更命令（§27②】

なし

貨物 自動車運送事業

（ 貨物 自動幸運送事業法）
改善命令（§26け 報告義務（事後届出）（§60）

貨物利用運送事業

（ 貨物利用運送事業法）
改善命令（§12）＋報告義務（事後届出）（§55）

基礎的電気通信役務

指定電気通信役務

特定電気通信役務

電気通信事業

（ 電気封話 業法）

事前届出＋変更命令（§19）

事前届出＋変更命令（§20）

【 料金指数の範囲内】 事前届出＋変更命令（§20）

【 料金指数を超えるもの】認可（§21）

び物価その他の経済事情を考慮して、通常実現すること

ができると認められる水準の料金 を料金指数により定

め… 事業者に通知‥・（§21 1）

鉄道事業

（ 鉄道事業法）

【 事業開始時・上限の範囲外】事業者が定めた上限を認可（§16 1）

【 上限の範囲内】事前届出＋変更命令（§16川）

能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を

加えたもの（ §16 11）

一般電気事業

特定電気事業

電気事業

（ 電気事業法）

【 事業開始時・料金引上げ時】認可（§19）

【 料金の引下げ等時】事前届出＋変更命令（§191V

事前届出＋変更命令（§22）

事前届出＋変更命令（§24）

∨）

能率的な経営の下における適正な原価 に適正な利潤を

§1 g

ガス事業

（ ガス事業法）

一般ガス事業

簡易ガス事業

【 事業開始時・料金引上げ時】認可（§17 Ⅰ）

【 料金の引下げ等時】事前届出＋変更命令付（§17 1V・V ）

【 事業開始時・料金引上げ時】認可（§3 7 の 7）

【 料金の引下げ等時】事前届出＋変更命令 （§37 の 7）

能率的な経営の下における適正な原価 に適正な利潤を

加えた もの （§17 1t（か）

能率的な経営の下における適正な原価 に適正な利潤を

加えた もの （§37 の 7）

熱供給事業
（ 熱供給事業法）

認可 （§14）
能率的な経営の下における適正な原価 に照らし公正妥

当なもの（§14 11①）

水道事業

（ 水道法）
認可 （§14）

能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正妥

当なもの （§14 11（D ）
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公益事業等における国税・地方税の特例措置
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◎提供義務を課す公共性の高いサービスの範囲をどうするか（第三種、第四種、特殊取扱等）
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基 本方針
考え方

有識 者の意見
A 案 B 案

（2 ）郵便事業会社

（イ）サー ビスの提供 範囲

（第三種、第 四種郵便物 ）

○ 現行 の第三種 、第 四種郵 ○　 第三種 、第 四種郵便物 に

・ヰ寺別送 達等 の公 共性 の高 便 物 （通信 教育 、点字 、盲 つ いては、法律上 は提供義

いサ ー ビス につ いて も提 人 用録 音物、植 物種子 、学 務 を課 さず、提供す るか ど

供 義務 を課 す。 この ため 術 刊行 物等） につ いては、 うか は経 営の 判 断 に委 ね

に必要 な制 度面 で の措置

は、 今後 の詳細 な制 度設

計 の 中で検討 する。

原則 と して 引き続 き提 供義

務 を課 す こ とと した 上で 、

それ ぞれ の政策 目的 に応 じ

た 必要性 が特 に低下 した も

のを義務付 けの 対象 か ら除

外 す る こ と と して は ど う

か。

○ そ もそ も第 三種 ・第 四種

郵便 物 は、文教 、社 会福 祉

政策等 の観点 か ら低料金 と

す るこ とが義務 付 け られ て

いるものであ るが、平成 1

5 年度 にお いて 第三種 で 2

1 6 億 円、第 四種で 3 0 億

円の赤 字がそれ ぞれ発 生 し

て いる現状 を踏 まえ、別途、

て はどうか。

○ その場合、経営上の判断

か ら、今 まで提供 されてき

た低 料金 の サ ー ビスが提

供 され な くな る場合 が生

じるがど うか。特 に現在無

・料で 提 供 して いる盲 人 用
郵便 について、その料金を

どのよ うに担保す るか。

○ また、現在、公職選挙法

にお いて、選挙期 間中に選

挙 に関す る報道 及 び評 論

の 自由が認 め られ る新 聞

紙又 は雑誌 につ いては、第

三 種郵 便物 の承 認 の ある



支援措置等を講ずる必要が

ないか。

ものとの要件が課されて

いるが、この位置付けを考

慮する必要はないか。

・【参考 1 】 第三種・第四種郵便物の概要

第三種…一定の条件を具備する定期刊行物であって公

社が第三種郵便物 として承認 したものを内容

とするもの。

第四種

・ 通信教育・・づ去令 により監督庁の認可又は認定を受け通

信教育を行 う学校又は法人とその受講者 と

の間に発受され る通信教育用の教材等 を内

容とするもの。

・ 点字…点字のみを内容とするもの。

・ 盲人用録音物等…盲人用録音物等を内容とし、盲人の

福祉を増進することを目的とする施設（公社

が指定）において発受するもの。

・ 植物種子等…植物種子、百、苗木、茎若 しくは根で栽

植の用 に供するもの又は蚕種で繁殖の用 に

供するものを内容とするもの。

・ 学術刊行物…学術団体がその目的の達成のために、年

1 回以上継続 して発行する学術刊行物（公社

が指定）を内容とし、発行人又は売 りさばき

人か ら差 し出されるもの。
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2 】 第三撞・第四種郵便物の物数（H 1 5 年度）

第三撞 （一般）

（ 低料・ 月3 回新聞）

（ 低料・ 心身障害者・ 月 3 回新開）

（ 低料・心身障害者・ その他）

第四種（通信教育）

（ 点字・・盲人用録音物等）

（ 植物種子等）

（ 学術刊行物）

4 77，025 干通

3 05，221 千通

■62，278 千通

1 2，000 干通

2 5，880 干通

・ 3，232 千通

1 ，861 干通

9 ，571 干通

【 参考 3 】 諸外国において予算措置が講じられている

例

・ アメリカ・・・盲人用郵便及び不在者投票郵便に対する補

助金（2002 年度 ：48 百万 ドル）

・ カナダ …議会用郵便、盲人用郵便及び北部遠隔地域

当郵便に対する補助金（2002年度ナダ ドル）

【 参考 4 】 万国郵便条約

一点字郵便物については、航空増料金を除くほか、郵便

料金を免除する（第 8 条）。
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【 参考 5 】 諸外国の例

アメリカ…盲人用郵便を無料（合衆国法典）

カナダ …盲人用郵便を無料（カナダ郵便公社法）

イギリス…盲人用郵便を無料（郵便会社に対する免許状）

・ フランス…盲人用郵便を無料（郵便電気通信法典）
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、基本方針
考え方

有識者の意見
A 案　　　 I　　　 B 案

（牛寺殊取扱）

○ 特別送達のほか内容証明、引受時刻証明、▼配達証明及び

書留の司法手続 に組み込まれた り、法的効力を付与されて

いるものについては、法律上、その実施を義務付けること

としてはどうか。

○ その場合、高度の信用性

や証明力を維持するため、

刑罰法規の適用 について

公務員 として扱 うことと

する 「みな し公務員」規定

を設 ける こと等 で対応 し

てはどうか。

○ その場合、高度の信用性

や証明力を維持するため、

公証人の ような制度又 は

何 らかの資格制度 を導入

し、一定の者のみに特別送

達郵便物等 を取 り扱わせ

る等で対応 してはどうか。



【 参考】 みなし公務員の概要

・ みな し公務員とは、公務員ではないが、職務の内容に

かんがみ、刑罰法規の適用について公務員としての扱

いを受ける者。

・ みな し公務員規定は、職務の内容が公務に準ずる公益

性・公共性を有 しており、国家公務員法上の規律（争

議行為等の禁止、秘密保持義務、兼業禁止等）全体を

包括的に課す必要はないが、その公正妥当な執行を担

保するため必要があるときに設けられるもの。

［規定例］

○住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成11年法律第81号）

第1 3 条

2 指定住宅性能評価機関及びその職員で評価の業務に従事す

る者は、刑法（明治 40 年法律第 45 号）その他の罰則の適何

については、法令により公務に従事する職員とみなす。
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第三種・第四種郵便物の概要

1 第三桂郵便物

（ 1）下記以外のもの

（ 2）月3 回以上発行の新聞紙

（ 3ト♭身障害者団体発行のもの

ア毎月3 回以上発行の新聞紙

イア以外のもの

一定の条件を具備する定期刊行物であって日本郵政公

社が第三種郵便物として承認 したものを内容とするもの。

（ 郵便法第23条）

※月3 回以上発行の新聞紙、心身障害者団体発行のもの等の区

・ 別は法律上の区分ではなく、料金表における区分。

新聞・雑誌等の定期刊行物の郵

送料を安くして、購読者の負担の

軽減を図り、その入手を容易にし、

もって国民文化の発展に資するた

めに、低廉な料金としている。

5 0 g まで 60 円

5 0 g まで 40 円

5 0 g まで 、8 円

5 0g まで 15 円

5 0g まで 120 円

2 第四種郵便物

（ 1）通信教育用

法令により監督庁の認可又は認定を受け通信教育そ行

う学校又は法人とその受講者との間に発受される通信敦

■育用の教材等を内容とするもの。

（ 郵便法第 26条第 1項第 1号）

教育の普及に資するため、低廉

な料金としている。
1 00 g まで 15 円 1 00g まで 140 円

（ 2）点字 点字のみを内容とするもの。

（ 郵便法第 26 条第 1項第 2号）

【 3）盲人用録音物等 盲人用録音物又は点字用紙を内容とし、盲人の福祉を増

進することを目的とする施設（総務省令で定める基準に従

い公社が指定するものに限る。）において発受するもの。

（ 郵便法第 26条第 1項第 3号）

盲人の福祉の増進 に資するた

め、料金を無料としている。
無料 5 0g まで 120 円

無料 5 0g まで 120 円

（ 4）植物種子等 植物種子、苗、苗木、茎若 しくは根で栽植の用に供する

もの又は蚕種で繁殖の用に供するものを内容とするもの。

（ 郵便法第 26条第 1項第4号）

農業の生産性向上に資するた

め、低廉な料金としている。 5 0 g まで 70 円 5（旭 まで 120 円

（ 5）学術刊行物 学術団体がその目的達成のために、年 1回以上継続して

発行する学術に関する刊行物（総務省令で定める基準に従

い公社が指定するものに限る。）を内容とし、発行人又は

売りさばき人から差 し出されるもの。

（ 郵便法第 26 条第 1 項第5 号）

学術研究の振興に資するため、

低廉な料金としている。

1 00 g まで 35 円 1 00g まで 140 円
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第三種・第四種郵便物の収支一物数

（ 注）四捨五入のため、計算上、合計は一致しない。

○引受物数 単位：千通

－2 4 －

○　 種 類 別 収 支　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 単位 ：億 円

平成 7年 度 平 成8 年度 平 成 9年 度 平 成 10 年度 平 成 11年 度 平 成 12 年度 平 成 13 年 度 平 成 14年 度 平 成 15年 度

第 三種

収 入 829 8 6 2 7 82 7 6 5 74 3 6 6ナ 54 3 5 2 6 44 3

費 用 1，06 8 1，10 0 1．079 1．05 5 ■1．04 0 9 4 8 8 5 0 7 9 5 6 5 9
講 ⊇，蔓延 ．琵撃非 難 粥 警 、‾′喜賢讃

欒 ＿＿‾駆≦既
郵猶 Q‡

＿－．萱縦 繋操
撃一．＿墜尉妻縦 欝

第 四 種

収 入 18 16 ’15 1 5 1 3 14 2 0 1 6 16

重 用 62 5 8 5 7 6 0 6 1 5 8 5 9 5 7 4 5
謀 繕 逐済 撃芦郊ゝ ．§さ。済 駆 蕪 我 妻済 護れ　 聖 賢 搬宍芯‾‾

ガ　 辣毯
姫 学際 暫3．甥栄 樹 磁 際 鞍 韻 採 鉱

（参 考 ）

全 郵 便 物 計

収 入 2 1，7 0 6 2 2，29 4 2 2．16 2 2 1，44 6 2 1，50 0 2 1，42 7 2 1，0 0 0 2 0，44 7 18 ，8 14

費 用 20．5 3 6 2 1．33 1 2 1．86 1 2 1，94 3 2 2，01 4 2 1，4 7 8 2 0，95 3 2 0，65 7 1 8．18 9

収 支 ＝ 70 9 63 3 0 1 ▲ 4 9 7 ▲ 51 4 ▲ 5 1 4 7 ▲ 2 10 6 24

平 成 7 年 度 ． 平 成 8 年 度 平 成 9 年 度 平 成 1 0 年 度 平 成 1 1年 度 平 成 1 2 年 度 平 成 1 3 年 度 平 成 1 4 年 度 平 成 1 5 年 度

第 三 種
1 ．2 6 9 ，5 6 5 1，2 4 7 ，3 2 0 1，1 9 7 ，8 5 3 1 ．1 5 4，1 5 0 1，1 2 2 ，8 7 4 1，0 8 6 ，6 4 3 1，0 4 0 ，2 0 9 9 6 8 ，8 8 0 8 5 6 ，5 2 4

低 料 4 6 2 ，6 2 3 4 5 5 ，4 8 5 4 3 8 ．0 7 5 4 2 2 ．3 8 9 4 1 2 ，4 3 4 4 1 臥5 6 4 4 3 8 ．3 9 6 4 2 8 ．2 3 4 3 7 9 ，4 9 9

月 3 回 以 上 4 4 4 ．4 6 3 4 4 乙2 3 8 4 1 0 ．6 5 3 3 9 6 ，4 4 0 3 7 9 ，7 4 3 3 6 1．6 1 4 3 3 6 ．3 0 0 3 1軌 4 1 5 3 0 5 ，2 2 1

心 身障害者団体発行 1 8 ．1（∋0 1 3 ，2 4 7 2 7，4 2 2 2 5 ，9 4 9 3 2 ，6 9 1 5 6 ，9 5 0 1 0 2 ，0 9 6 1 0 8 ，8 1 9 7 4 ．2 7 8

月 3 回 以 上 1 1，5 7 5 6 ，6 0 2 1 8，8 2 4 1 6 ，2 3 9 2 3 ．3 4 6 4 9 ，1 3 6 9 4 ，5 5 9 9 4 ，7 7 8 6 2 ，2 7 8

そ の 他 6 ，5 8 5 6 ．6 4 5 8．5 9 8 9 ，7 1 0 9 ．3 4 5 7 ．8 1 4 7 ．5 3 7 1 4 ．0 4 1 1 2 ．0 0 0

そ の 他 8 0 6 ．9 4 2 7 9 1．8 3 5 丁5 9 ．7 7 8 7 3 1．7 6 1 7 1 0 ．4 4 0 6 6 8 ．0 7 9 6 0 1．8 1 3 5 4 0 ，6 4 6 4 7 7 ．0 2 5

第 四 種
3 9 ．8 0 2 3 6 ，6 3 3 3 4 ．0 7 4 3 6 ，3 3 9

＿　 3 7 ，2 7 5
3 6，1 2 1 3 7 ，7 5 1 3 7 ，1 3 0 4 0 ．5 4 4

通 信 教 育 2 5 ，4 3 7 2 3 ，9 2 7 2 1 ，6 7 3 2 3 ，0 2 9 2 4 ，3 5 5 2 3 ，3 1 6 2 3 ，8 6 4 2 3 ，1 0 0 2 5 ．8 8 0

点 字 、盲 人 用 録 音 物 3 ，6 1 3 3 ．7 2 6 3 ，5 0 0 3 ．6 8 8 3 ．6 4 5 ・ 3 ，3 0 3 3 ．3 8 0 3 ，5 3 1 3 ，2 3 2

植 物 種 子 等 1，9 2 0 1．6 3 9 1 ，4 4 5 1 ．7 1 7 1．5 9 7 1 ．3 0 7 1 ．3 5 6 1．8 1 6 1．8 6 1

学 術 刊 行 物 8 ，8 3 2 7．3 4 1 7 ．4 5 6 7 ．9（）5 7 ．6 7 8 8 ．1 9 5 9 ．1 5 1 8 ．6 8 3 9 ，5 7 1



主要国における郵便の政策料金

米国

（ 注 1 ）

・ 定期刊行物及び新聞（年 4 回以上発行のもの）

・ 通常よりも低料金の定期刊行物 ■

一非営利国体が発行するもの又は当該団体向けのもの

一学級又は宗教教皇向けのもの

・ 学校、図書館、博物館等との間の図書、録音物等

盲人用（無

不在者墟票

内国郵便マニュアル（USPS が決定）

※非営利団体とは、次の団体を指す

一票敦、教育、科学、慈善、農業、労働、退役

軍人、友愛国体

合衆国法典第 39編第 3403 条

合衆国法典第 39編第 3406 条

カナダ

（ 注 2 ）
北部遠隔地域あて

カナダ郵便公社法第 35条

カナダ郵便公社法第 19 条

（ 関係省庁との協定）

イギ リス 盲人用（無料） 郵便会社に対する免許状 ：条件 6

ドイ ツ 盲人用（無料） （ 法令の規定なし）

定期刊行物及び新聞（四半期に1 回以上発行のもの）

フランス

（ 注 3 ）

郵便電気通信法典 D 第 18 条及び D第 19条

計画契約（国とラ・ ポス トの契約）により提供を

郵便電気通信法典 D 第 33 条

日本

・ 定期刊行物（年4 回以上発行のもの）

・ 通常よりも低料金の定期刊行物

一月 3 回以上発行する新聞

一心身障害者団体の月3 回以上発行する新聞

一心身障害者団体の発行する上記以外のもの

・ 通信教育用

・ 盲人用（無料）

・ 植物種子等

・ 学術刊行物

郵便法第 23条

郵便法施行規則第 7 条

内国郵便約款料金表第4 表

郵便法第 26 条

（ 注 1 ）盲人用郵便及び不在者投票郵便に対する補助金あり（48 百万 ドル ：2002 年度）

（ 注 2 ）議会用郵便、盲人用郵便及び北部遠隔地域郵便に対する補助金あり（49 百万カナダ ドル ：2002 年度）
（ 注 3 ）定期刊行物及び新聞に対する補助金あ り（290 百万ユーロ：2002 年度）
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○公職選挙法（昭和 2 5 年法律第 1 0 0 号）

第1 4 8 条 この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定（第 1 3 8 条の 3 の規定を除く。）は、新聞紙

（ これに類する通信類を含む。以下同じ。）又は雑誌に閲し、報道及び評論を掲載するの自由を妨げるものではな

い。但 し、虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならな

い。

（ 参 略③前二項の規定の適用について艶艶鑑星逆進墓と蛙J茎室運塾雌 ⊥＿進上⊆盈蛙量五里重
いう。ただし、点字新聞紙については、第一号口の規定（同号ハ及び第二号中第一号口に係る部分を含む。）は、

適用 しない。

一次の条件を具備する新聞紙又は雑誌

イ新聞紙にあつては毎月三回以上、雑誌にあつては毎月一回以上、号を逐つて定期に有償頒布するものである

こと。

口第三種郵便物の承認のあるものであること。

ハ当該選挙の選挙期 日の公示又は告示の 日前一年（時事 に関する事項を掲載する日刊新聞紙 にあつては、六月）

以来、イ及び白に該当し、引き続き発行するものであること。

二略

－2 6 －



特殊取扱（法定）の概要

特別送達 ・ 民事訴訟法第 9 4 条に規定する裁判の呼出状等民事訴訟法等の法律で定め

られたもの について行う特別の送達方法であ・り、送達を受けるべき暑が正当

な理由な くその受取 りを拒んだ場合には、その場に差 し置くことができるな

ど、民事訴訟法 に規定する特別の方法 により郵便物を送達 し、その送達の事

実を証明するもの。

・ 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 19 条

・ 民事保全法 （平成元年法律第 91 号）第 7 条

・ 特許法 （昭和 34 年法律第 121 号）第 190・条

・ 刑事訴訟法（昭和 23年法律第 131号）第 54 条

内容証明 」差出人が作成した文書とその謄本により、いつ、いかなる内容の文書を誰

から誰あてに差し出したかを証明する取扱いをするサービスであり、時効の

完成を防ぐための債務の履行請求やクー リングオフの通知等に用いられるも

の。

・ 内容証明の取扱いをした文書は、民法施行法第 5 条に規定する確定日付の

ある証書に該当し、同法第 4 条の規定によりその日付に関し完全な証拠力を

有するものとされている。

・ 国税徴収法（昭和 34 年法律第 147 号）第 15 条

t 地方税法 （昭和 25 年法律第 226 号）第 14 条の 9

引受時刻証明 郵便物を引き受けた時刻を証明する制度であり、鉱業権取得のための出靡

や、特許、実用新案、意匠及び商標の登録の出願等のように、郵便物の差出

時刻が権利の取得に重大な関係のあるものに多く利用されているもの。

・ 公職選挙法 （昭和 25 年法律第 100 号）第 183 条の 2

・ 鉱業法 （昭和 25 年法律第 289号）第 21 条

配達証明 郵便物を配達、又は交付 した事実を証明する制度であり、郵便物が受取人

に配達されたことの証明が必要な場合等 に利用されるもの。

・ 道路交通法施行令 （昭和 35 年政令第 270 号）第 47 条

・ 関税法施行令（昭和 29 年政令第 150 号）第 101 条

・ 自衛隊法施行令 （昭和 29 年政令第 179 号）第 93 条

書留 ・ 郵便物の引受けか ら配達に至るまでの全送達経路を記録 し、授受を明確に

することによ り確実な送達を図るとともに、郵便物が公社の取扱中に万一、

亡失し又はき損した場合は、原則として、差出しの際、差出人が申し出た損

害要償観の限度においてその担害を暗償する制度であり、重要な書類等を送

る場合 に利用されるもの。

・ 特別送達、内容証明、引受時刻証明及び配達証明とする郵便物は、すべて

書留 （現金、簡易を除く。）としなければならないこととされている。

・ 仲裁法 （平成 15 年法律第 138 号）第 12 条 「

・ 民事訴訟法（平成 8 年法律第 109 号）第 107 条

・ 民事執行法（昭和 54 年法律 4 号）第 16 条

・ 特許法（昭和 34 年法律第 121 号）第 192 条

こ土地収用法（昭和 26 年法律第 219 号）第 100 条の 2

・ 犯罪者予防更生法 （昭和 24 年法律第 142 号）第 55 条

の2
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速　　 達 郵便物の取扱いに当たって、その郵便物を同一種類の郵便物で速達としない

もの に優先 して送達する制度である。

代金引換 差出人の指定 した額の金銭 と引換えに郵便物を名あて人に交付 し、その金銭

を郵便振替又は郵便為替によ り差出人へ送金する制度である。

年賀特別取扱 1 2 月 1 5 日から1 2 月 2 8 日までの間に差し出された年賀状 とする通常葉

書等を翌年 1 月 1 日の最先便から配達する制度である。



みなし公務員について

1 みな し公務員の概要

・ みなし公務員とは、公務員ではないが、職務の内容にかんがみ、刑罰法規の適用について公務員としての抜いを受ける者。

・ みなし公務員規定は、職務の内容が公務に準ずる公益性、公共性を有しており、国家公務員法上の規律（争議行為等の禁止、秘密保持義務、兼業

禁止等）全体を包括的に課す必要はないが、その公正妥当な執行を担保するため必要があるときに設けられるもの。

2 みな し公務員規定を設 けている例

・ 国際協力銀行など多くの特殊法人

・ 日本金艮行など一部の認可法人

・ ほぼ全ての非特定独立行政法人、国立大学法人

・ 一定の （公共性を有する）検査・検定・試験に従事する民間機閑の役職員等

3 みな し公務員規定により適用される罰則（例）

○刑法

・ 虚偽公文書作成罪（第 1 5 6 条）

・ 公務員職権濫用罪（第 1 9 3 条）

・ 公務執行妨害罪、職務強要罪（第 9 5 条）

・ 収賄罪 （第 1 9 7 条ん第 1 9 7 条の 4 ）・贈賄罪（ 第 1 9 8 条）

・ 公文書偽造罪（第 1 5 5 条）・同行使罪（第 1 5 8 条）・公印偽造罪・同不正使用罪（第 1 6 5 条）

・ ．公用文書璧廷棄罪（第 2 5 8 条）
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公証人制度について

公証人とは、当事者その他の関係人の嘱託によって法律行為その他私権に関する事実につし1て公正証書を作成 し、私署証書及び株式会社
等の定款に認証を与える等の権限を有する者。

公証人は、一定の試験 に合格等 した者や裁判官等の資格を有する者等か ら法務大臣が任命 し、その指定 した法務局又は地方法務局に所属

する。

公証人は、国から給与や補助金など一切の金銭的給付を受けず、国が政令により定めた手数料収入によって事務を運営している。

法務大臣の監督を受け、職務上の義務違反等があるときは、懲戒に付される。

（ 参照条文）

○公証人法（明治4 1年法律第5 3 号）

第一条 公証人ハ当事者其ノ他ノ関係人ノ嘱託二因り左ノ事務ヲ行フ権限ヲ有ス

一法律行為其ノ他私権二関スル事実二付公正証書ヲ作成スルコト

ニ私署証書二認証ヲ与フルコ ト

三商法第百六十七条及其ノ準用規定二依り定款二認証ヲ与フルコ ト

四電磁的記録（電子的方式、磁気的方式其ノ他人ノ知覚ヲ以テ認識スルコト能ハザル方式 （ 以下電磁的方式 卜称ス）ニ依 り作ラルル記録ニシテ電子計算機

こ依ル情報処理ノ用二供セラルルモノヲ謂フ以下之二同ジ）ニ認証ヲ与フルコト但シ公務員ガ職務上作成シタル電磁的記録以外ノモノニ与フル場合二眼ル

第七条 公証人ハ嘱託人∃＿り手数料、送達二要スル料金、第五十七条ノ三ノ登記ノ手数料相当額（第三項二於テ登記手数料 卜称ス）、

②公証人ハ前項二記載シタルモノヲ除クノ外何等ノ名義ヲ以テスルモ其ノ取扱ヒクル事件二関シテ報酬ヲ受クルコ トヲ得ス

⑨手数料、送達二要スル料金、登記手数料、日当及旅費二関スル規程ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム

日当及旅費 ヲ受ク

第十一条 公証人ハ法務大臣之ヲ任シ及其ノ属スへキ法務局又ハ他方法務局ヲ指定ス

第十二条 左ノ条件ヲ具備スル者二非サレハ公証人二任セラルルコ トヲ得ス

一日本国民ニシテ成年者クルコト

ニー定ノ試験二合格シタル後六月以上公証人見習 トシテ実地修習ヲ為シタルコト

②試験及実地修習二開スル規程ハ法務大臣之ヲ定ム

第十三条 裁判官（簡易裁判所判事ヲ除ク）、検察官（副検事ヲ除ク）又ハ弁護士クルノ資格ヲ有スル者ハ試験及実地修習ヲ経スシテ公証人二任セラルルコ ト
ヲ得

第十三条ノニ 法務大臣ハ当分ノ間多年法務二携ハリ前条ノ者二準スル学識経験ヲ有スル者ニシテ政令ヲ以テ定ムル審議会等（国家行政組織法 （昭和二十三

年法律第百二十号）第八条 二定ムル機関ヲ謂フ）ノ選考ヲ経クル者ヲ試験及実地修習ヲ経大シテ公証人二任スルコトヲ得但シ第八条二規定スル場合二限ル

第七十九条 公証人職務上ノ義務二違反シタル トキ又ハ品位ヲ失墜スヘキ行為アリタル トキハ懲戒二付ス
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